
図表１ フードテックの事例 図表２ フードテックの市場規模予測

（資料）日本電気株式会社HP「フードテックとは？世界的に深刻化する
食糧問題を解決する最先端テクノロジー」より抜粋

（資料）農林水産省「令和２年度フードテックの振興に係る調査委託事業」
　　　を基に三十三総研作成

マイナンバーカードの健康保険証利用について
（厚生労働省ＨＰ）
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世界的な人口増加等による食料供給問題や
環境負荷の低減、健康志向や環境志向などの
消費者の心理や価値観の多様化などを背景に、
食品産業において「フードテック」を活用した
新たなビジネスの創出が世界的に注目を集めて
います。
フードテックとは、FoodとTechnologyを

組み合わせた造語で、AIやIoTなどの最先端の
技術を駆使した新しい食品や調理方法などの
開発を通じて、食の問題を解決し、食の可能性を
広げる技術を指します。
フードテックの主な事例としては、①牛や鶏

などの細胞を増やす培養肉（人工肉）、②遺伝子を
効率よく改変して素早く新品種を開発するゲ
ノム編集食品、③生産性向上に向けたAI調理
ロボットや健康管理アプリなどの開発、④陸上に
人工的に創設した環境下で魚介類の養殖を行う
陸上養殖、などが挙げられます（図表１）。三重県
では、ソウルオブジャパン株式会社（本社：東京
都）が持続可能な養殖システムの確立を目指し
て、閉鎖循環式陸上養殖技術※によるアトラン
ティックサーモンの養殖工場の建設を津市で
進めており、2025年度の竣工を目指しています。
フードテックは、生産から加工、流通、消費

等へとつながる食分野の新しい技術及びビジ
ネスモデルとして、今後高い期待が持たれて
います。農林水産省「令和２年度フードテックの
振興に係る調査委託事業」によると、世界の
フードテック市場の市場規模は2020年の24兆円
から2050年には280兆円に達すると予測されて
います（図表２）。

もっとも、現在の日本にはフードテック市場
の拡大に向けた課題もあります。例えば、ゲノム
編集食品については流通・販売の届け出制度が
作られていますが、培養肉をはじめとする細胞
性食品と呼ばれる分野などのルールは未整備で、
国内では販売できない状態となっています。
こうしたなか、農林水産省は、2020年10月に

フードテック官民協議会を設立しました。この
協議会には、食品企業、ベンチャー企業、研究
機関、関係省庁等に所属する約1,300人（2024年
６月３日時点）が参加しており、協調領域の課題
解決と新市場の開拓に向けた具体的な議論や
活動が実施されています。
また、三重県では2023年から食品関連事業者

を対象としたフードテックに関するセミナーを
開催しています。これまでに「フードテック入門
セミナー」や「プラントベースフードセミナー」
などを開催し、三重県内の食品関連事業者に
対してフードテックの普及を促進しています。
このような政府や自治体による支援により

フードテックを普及させていくことで、日本の
食品産業の活性化、世界的な食料問題の解決に
貢献することが期待されます。さらに、フード
テックの今後の発展には、食料安全保障にも意識
しつつ、法整備とともに新興企業への投資、
技術開発などを促進することが欠かせません。

※陸上の閉鎖空間で水を循環させることにより、魚介類を養殖する
方法。
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医療機関や調剤薬局を利用する際に、マイナ

ンバーカードを健康保険証（マイナ保険証）と

して利用できるようになりましたが、臨床検査

に関する利点もありますので紹介したいと思い

ます。過去に受けた特定健康診査（いわゆる40

～74歳対象のメタボ健診）結果や後期高齢者

健診（75歳以上）結果が、薬剤情報（投薬情報）

と同様にマイナンバーカードで参照できるよう

になっています。

特定健康診査は、職場や市町で年に１回受診

するもので、問診、身体測定（身長・体重・腹囲・

BMI）、血圧、脂質検査（中性脂肪、HDLコレス

テロール、LDLコレステロール）、肝機能検査

（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ－GT（γ－

GTP））、尿検査（尿糖・尿蛋白）等を行っています。

メタボリックシンドロームや高血圧、糖尿病、

脂質異常症などの生活習慣病を早期発見し、

早期対策に結びつけることを目的として実施

しています。健康保険組合などの医療保険者に

よる準備が進めばこの健診結果を参照できる

ようになります。

また、医療機関や調剤薬局を利用される時

に、情報提供することに同意すれば（同意がなけ

れば提供されません）、特定健診結果や後期高齢

者健診結果、薬の投薬情報に基づいた総合的な

検診のほか、重複する投薬を回避して適切な

処方を受けることができます。初めてかかる

医療機関の場合や旅行先等で医療機関にかか

る際には特に有用であると思われます。

現在、救急隊がマイナンバーカードを活用する

ことで、救急搬送される方の診療情報・薬剤

情報・特定健診情報などを正確かつ早期に把握

して、救急活動の迅速化・円滑化を図る実証

事業や、災害時にマイナポータルにより避難所

で過去の診療・薬剤情報、特定健診等の情報を

医師と共有できること等、避難時にも安心・

安全に医療を受けられるための実証事業も

行われています。

2025年４月頃から、マイナンバーカード機能の

スマートフォンへの搭載が予定されており、利便

性が更に向上するものと思われます。

マイナンバーカードの保険証利用についての

詳細な情報は、厚生労働省ホームページ下記ＱＲ

コードから参照できます。
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